
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂山公園プール運営等事業 
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令和６年８月２日 

富士市 

 

  



 

 

 

富士市（以下「市」という。）は、砂山公園プール運営等事業について、民間の資金、

経営能力及び技術的能力の活用を図るため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等

の促進に関する法律（平成 11年法律第 117 号。以下「PFI 法」という。）に基づく事業と

して実施することを予定している。 

本事業に関し、PFI 法に基づく特定事業の選定及び特定事業を実施する事業者の選定を

行うにあたって、PFI 法第５条第１項の規定により実施方針を定めたので、同条第３項の

規定に基づき公表する。 

 

  



 

 

 

用語の定義 

本実施方針において次の各号に掲げる用語の定義は、本文中に明示されているものを除

き、それぞれ次に定めるところによる。 

１ 本事業 砂山公園プール運営等事業をいう。 
２ 本施設 砂山公園プールをいう。 
３ 事業者 本事業を実施する SPC をいう。SPC とは、特別目的会社（Special 

Purpose Company）の略であり、本事業の実施のみを目的として設

立される法人をいう。 
４ 運営権 民間資金法第 2 条第 7 項に定義される公共施設等運営権をいい、本

事業においては、事業当初に、事業者に設定する予定である。 
５ 修繕 劣化または陳腐化した部材・部品や機器などの性能・機能を当初の

性能水準または実用上支障のない状態まで回復させること。 
６ 改修 劣化もしくは陳腐化した建築物・工作物等またはその部分の性能・

機能を当初の性能水準以上に改善すること。 
７ 増築等 既存の建築物・工作物等に新たな機能・用途を加えることあるいは

現状の機能・用途の規模を縮小する（除却は除く。）ことを目的と

して、延べ面積の増加または減少を伴う増築・改築等をいい、当初

の運営権が及ぶ範囲とする。 
８ 新設 公募時に存在しない新たな建築物・工作物等の整備をいい、当初の

運営権が及ばない。 
９ 除却 既存の建築物・工作物等の全面除却（全面除却し再整備しようとす

る場合も含む。）をいい、当初の運営権が及ばない。 

10 モニタリング 市が、事業期間にわたり、事業者が提供する公共サービスの水準を

検査・確認する行為をいう。 

11 セルフモニタ

リング 
事業者が、要求水準等を満足するサービス提供をできているか自ら

監視・確認する行為をいう。 
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第１ 特定事業の選定に関する事項 
 

１ 事業内容に関する事項 

(1) 事業名称 

砂山公園プール運営等事業 

 

(2) 公共施設の管理者の氏名 

富士市長 小長井 義正 

 

(3) 事業の背景と目的 

市では、公共施設の多くが老朽化し、更新に係る費用が莫大な額になると見込まれる

中、将来に過度の負担をかけることのないよう「富士市公共施設再編計画」に基づいた

公共施設マネジメントを実施している。本施設は、平成８年にオープンし、長年にわた

って夏休みのレクリエーション施設として家族や子どもに親しまれてきたプールであ

る。一方で、オープンから25年以上が経過し、老朽化や塩害等の影響により、流水プー

ルをはじめ、ストレートスライダー、擬岩内部の鉄骨、管理棟の給排水・電気設備など、

維持管理や施設修繕に多額の費用を要している。これまで市が毎年度にわたって修繕・

改修工事を実施し、安全にプールを楽しめる水準を確保してきているが、市の財政運営

は厳しい状況が続くため、維持管理費用の削減に向けた取り組みが喫緊の課題である。 

このような状況において、今後も多世代がプールを楽しめるように本施設の機能確保

や追加投資等による機能向上など、レクリエーション施設としての魅力を高めることで、

市内外の広域集客や利用促進を図り、持続的なサービス提供及び市の財政負担低減を図

ることが求められる。 

そこで、市は、民間の経営ノウハウを活用した本施設の収益化及び持続的な管理運営

を実現し、市における代表的なレクリエーション施設としてさらなる賑わいを創出する

ことを目的として、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成11年法律第117号）（以下、「PFI法」）第2条第6項に定める公共施設等運営権（コ

ンセッション）方式による事業化を想定している。 

 

(4) 対象施設 

本事業の対象施設は、砂山公園プール（図表１の枠に示した範囲）とする。対象施設

の位置図及び概要は、下表の通りとする。 

 
図表 1 位置図 
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図表 2 対象施設の概要（令和 6 年度時点） 

対象施設の名称 砂山公園プール（愛称：富士マリンプール） 

所在地 富士市田中新田 275 番地の９ 

開設年月日 平成８年６月 15 日 

用途地域 市街化調整区域のため指定なし 

敷地面積 36,666.6 ㎡(うちプールゾーン約 17,000 ㎡) 

専有面積 2,921.33 ㎡ 

施設用途 体育施設 

建蔽率の上限 ２％(富士市都市公園条例) 

駐車場台数・料金 

578 台(舗装面積 10,840 ㎡)／500 円（1 台）（普通車 450 台、軽自動

車 119 台、障害者用９台）、駐輪場 

※夏期のみ海岸臨時駐車場（非舗装）を使用 

運営方法 指定管理 

運営者 公益財団法人 富士市振興公社 

開設期間・休日 

【開設期間】 

６月の最後の土曜日から９月の最初の日曜日まで。 

※富士市都市公園運動施設条例で規定され、指定管理者は、特に必要

があると認めるときは、上記開設期間を変更することができる。 

砂山公園プール 

プールゾーン 駐車場 

駐輪場 

臨時駐車場 

臨時駐車場 
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【休日】 

木曜日（ただし、小中学校の夏季休業日にあっては、この限りでない） 

【参考：令和５年度】 

6 月 24 日（土）～９月３日（日） 

利用時間 

午前９時から午後５時まで（遊泳時間は午後４時 45 分まで） 

※富士市都市公園運動施設条例で規定され、指定管理者が必要である

と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更すること

ができる。 

設備等 

管理棟 1,586 ㎡（鉄筋コンクリ－ト造一部鉄骨造 １階 1,252 ㎡、２

階 762 ㎡、３階 151 ㎡） 

男女更衣室（各１）、男女ロッカ－（各 1,000 個）、男女トイレ（各

３）、身障者更衣室（１）、身障者トイレ（１）、事務室（１）、控

室（１）、救護室（１）、屋上休憩所（２）、売店（１）、厨房（１）、

機械室（１）、 

屋外男女トイレ（各１）、屋外自動販売機置場（１）、機械室（２）、 

＜スライダ－＞ 

ボディ 67ｍ（平成 29 年度供用開始）、チュ－ブ 123ｍ（平成 25 年度

撤去）、ストレ－ト 30ｍ（令和４年度使用中止） 

＜プ－ル＞ 

流水 1,725 ㎡、さざ波 614 ㎡、子供 538 ㎡、カスケ－ド 41 ㎡、せせ

らぎ 55 ㎡、着水 58㎡・51 ㎡ 

＜その他＞ 

水遊具（平成 28 年度新設） 

＜主要諸設備＞ 

自家用電気工作物（6.6kV-555kVA）、受水槽（501ｔ：市上水道）、副

受水槽（24ｔ：市上水道）、加圧給水ユニット、公共下水道、消防設

備（自動火災報知設備、屋内消火栓設備、非常放送、誘導灯設備等）、

空調設備（パッケージエアコン、換気設備）、給湯設備（ボイラー設

備）、プール循環ろ過設備、プール設備（流水・造波・スライダー）、

ガス設備等 

 

(5) 対象業務 

本事業において、事業者は、以下の業務を実施するものとする 
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① 開業前の修繕・改修業務 

ア 設計業務及びその関連業務 

イ 開業前の修繕・改修業務 

ウ 工事管理業務 

 

② 開業準備業務 

ア 現指定管理者からの引継業務 

イ 開業準備業務 

ウ 開業準備期間中の本施設の維持管理業務 

エ その他必要な業務 

 

③ 維持管理業務 

ア 施設等の建築物保守管理業務 

イ 施設等の建築設備の保守管理業務 

ウ 備品等の保守管理業務 

エ 植栽・外構維持管理業務 

オ 駐車場管理業務 

カ 清掃業務 

キ 衛生管理業務 

ク 保安警備業務 

ケ プール等の水質管理業務 

コ 修繕業務 

 

④ 運営業務 

ア 利用承認、利用料金の収受 

イ 利用に関する問い合わせ対応 

ウ プール監視業務 

エ 各種イベントの企画、広報、実施 

オ 広報、情報発信業務 

カ 駐車場運営業務 

キ その他必要な業務 

 

⑤ 統括管理業務  

ア プロジェクトマネジメント業務 

イ 経営管理業務 
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⑥ 事業者の提案に基づく事業（自主事業） 

ア 事業者の提案に基づく事業（自主事業） 

 

(6) 事業方式 

市が、事業者に対して、公共施設等運営権方式により、本施設の公共施設等運営権（以

下「運営権」という。）を設定する。 

公共施設等運営権者（以下「運営権者」という。）を、公の施設の指定管理者制度（地

方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項）に基づく指定管理者に指定し、本施

設の利用を許可する権限を付与する。 

市は、議会の議決を得た上で事業者に運営権を設定し、市と事業者は、特定事業契約

を締結し、事業者は、特定事業契約に従って本事業を実施する。 

事業方式の概要は以下の通り。 

図表 3 事業方式の概要 

 

① 市が指定した修繕・改修内容を基に改修計画を策定し、市が設定した上限金額の範囲

内で市の費用負担のもと、事業者が修繕・改修業務を実施する。なお、市が設定した上

限金額を超える提案となる場合は、事業者による追加の費用負担により、修繕・改修

業務は実施可能とする。 

② 事業者による利用料金収入等による事業運営を想定する。計画修繕業務は、事業者と
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して当然に実施すべき経常的な修繕業務に加えて市が要求する修繕項目を合わせて、

自ら修繕計画を策定する。事業者は、当該修繕計画に基づいて、着実に本施設の修繕

業務を行う。 

③ 要求水準書に定める業務のほか、本施設の設置目的に合致し、かつ他の利用者の利用

を妨げない範囲において、独立採算により本施設を活用した事業を実施することがで

きる。 

④ 本事業の目的に資する範囲で、自らの責任及び費用負担により本施設の魅力向上及び

収益性の改善・確保に資する追加投資を行うことができる。 

⑤ プールの利用料金体系及び水準については、事業者の提案に基づき、市と協議の上で

事業者が設定する。 

⑥ 一定の範囲内において収益還元（応募時に提出する計画以上の利益が得られた場合に、

その利益の一部を市に還元する）の導入を想定する。 

⑦ 運営権対価の金額は、事業期間内に当該事業から見込まれる総収益から運営費用を控

除した金額の現在価値相当であり、原則有償とし、事業者の提案によるものとする。 

 

(7) 事業期間 

本事業の事業期間は、令和８年４月１日から令和18年３月31日までとし、その内訳は

以下のとおりとする。 

事業者が市に対して、事業期間終了日の３年前までに期間延長の届出を行った場合、

市と協議を行った上で、それまでの運営状況等を踏まえ、次の10年を超えない範囲内で

事業者が希望する日まで本事業の期間を延長することができることとする。（かかる期

間延長を「延長オプション」という。） 

ただし、延長オプションの適用に際して、本施設の修繕・改修が必要となる場合は、

これに要する費用は事業者が負担すること。 

なお、延長オプションについては、特定事業契約にその旨規定することとする。 

 
図表 4 事業期間の内訳 

内容 時期 
基本協定の締結 令和７年８月（予定） 
特定事業契約の締結 令和７年９月（予定） 
開業前の修繕・改修工事期間 特定事業契約の締結日から令和８年５月31日までに完

了することを想定 
維持管理及び運営期間 令和８年４月１日から令和18年3月末日までを想定 

 

(8) 公の施設の設置及び管理について 

本施設の運営・維持管理業務においては、事業者を地方自治法第244条の２第３項の規
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定による指定管理者として指定することを予定している。 

 

(9) 事業者による追加投資 

① 追加投資の内容 

事業者は、本事業の目的に資する範囲で、自らの責任及び費用負担により本施設の魅

力向上及び収益性の改善・確保に資する追加投資を行うことができる。追加投資の対象

には運営権の効果が及ぶものとする。 

追加投資には、施設・設備・備品等の改修・更新及び追加等を含むこととし、具体的

な内容については、市と協議のうえ決定するものとする。 

ただし、事業者は、本施設を除却・新設するような追加投資は実施できない。 

 

② 投資完了後の取り扱い 

追加投資のうち、本施設との一体性が認められる対象については、投資完了後に本市

の保有資産としたうえで、当該対象部分は、運営権対象施設として事業者が運営等を行

うものとする。それ以外の追加投資の対象については、事業者の保有資産とする。 

追加投資の対象のうち、事業者の保有資産については、事業期間終了時に事業者の責

任及び費用負担により処分すること。ただし、市又は市の指定する者は、当該資産のう

ち、必要と認めたものを引き継ぐことができる。引継ぎの詳細については、市又は市の

指定する者と事業者の協議により定めるものとする。 

 

(10) 本事業における費用負担 

本事業における費用については、下記①及び特定事業契約に特段の定めがある場合を

除き、その実施に要するすべての費用を事業者が負担する。 

 

① 開業前の修繕・改修業務 

市が指定した修繕・改修内容を基に改修計画を策定し、要求水準に示す必須項目につ

いては、市が設定した上限金額の範囲内で市の費用負担のもと、事業者が修繕・改修業

務を実施する。 

なお、市が設定した上限金額を超える提案となる場合は、事業者による追加の費用負

担により、修繕・改修業務は実施可能とする。 

 

支払上限金額 金 250,000,000円（消費税および地方消費税の額を含む。） 

 

(11) PFI 事業の収入 

本事業における事業者の収入は以下の通りである。 
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① 開業前の修繕・改修業務の対価 

市は、事業者が行う開業前の修繕・改修業務に関する費用について、要求水準に示す

必須項目については、市が設定した上限金額の範囲内で事業者が提案した金額をもとに、

事業者に支払う。 

 

② 利用料金収入 

本施設の利用料金は事業者が自らの収入として収受することができる。利用料金体系

及び水準については、実施方針条例に基づき、市と協議の上で事業者が設定する。ただ

し、利用料金及び利用料金体系は、市内・市外の利用者区分を勘案したものとすること。 

また、本事業において、要求水準として事業者に実施を求めている飲食及び売店業務

や各種イベント開催、駐車場運営業務等での利用者等から得る対価は、全額、事業者に

帰属するものとし、事業者は当該業務を自らの責任と費用負担で実施すること。 

 

③ 自主事業収入 

事業者は、自主事業の収入を自らの収入として得ることができる。 

事業者は、自らの負担で設置・撤去する民間収益施設の償却費を含めて、自主事業の

実施に要する費用を当該対価及び自己資金により賄うこと。 

 

④ その他の業務に係る対価 

その他の業務に関しては事業者の独立採算により実施するものとし、市から事業者に

サービス購入料等の支払いは行わないものとする。 

 

(12) 運営権対価の支払い及び利益還元 

① 運営権対価の支払い 

事業者は、運営権の設定後、特定事業契約に定められた金額および方法により、本事

業に係る運営権の設定に対する対価（以下「運営権対価」という。）を市に支払うもの

とする。 

運営権対価は、提案審査において0円以上の固定金額による市への金銭支払いとして

の提案のみを受け付けるものとし、事業者の利益により変動する提案は認めないものと

する。 

 

② 利益還元 

事業者は、各事業年度の税引き後の当期純利益の実績額が、事業者の事業提案書に

基づく収支計画における各事業年度の税引き後の当期純利益を超過した場合、超過額

の一定比率を市に還元またはこれを原資として市の施設の改修・増築等を行うことと

する。なお、超過額に乗じる比率については、50％以上とすることを前提に事業者か
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ら提案を行うものとし、詳細は募集要項等において示すものとする。 
図表 5 利益還元の算出イメージ 

 

Y＞Xのとき （還元額）＝（Y－X）×α 
X：事業提案書に基づく税引き後当期純利益 
Y：税引き後当期純利益の実績額 
α：還元割合（事業者提案による。ただし、α≧50％とする。） 

 

(13) 運営権対象施設の賃貸借 

事業者は、市の規定等に基づき、市との公有財産貸付契約を締結した上で、運営権対

象施設の一部を第三者に転貸することができる。事業者は、当該賃貸借契約に定められ

た金額および方法により、貸付料を市に納付するものとする。 

 

(14) 本事業の実施に当たり遵守すべき法規制・適用基準等 

本事業を実施するに当たり、事業者は関連する最新版の各種法令（施行令及び施行規

則等含む。）、条例、規則、要綱等を遵守すること。また、各種基準・指針等について

も本業務の要求水準に照らし、準備すること。 

なお、以下に本事業に関する主な関係法令等を示す。 

 

■適用法令 

○ 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

○ 社会教育法（昭和24年法律第207号） 

○ 都市計画法（昭和43年法律第100号） 

○ 都市公園法（昭和31年法律第79号） 

○ 建築基準法（昭和25年法律第201号） 

○ 建築士法（昭和25年法律第202号） 

○ 建設業法（昭和24年法律第100号） 

○ 消防法（昭和23年法律第186号） 

○ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 

（平成18年法律第91号） 

○ 道路法（昭和27年法律第180号） 
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○ 駐車場法（昭和32年法律第106号） 

○ 建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号） 

○ 労働基準法（昭和22年法律第49号） 

○ 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号） 

○ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 

（昭和47年法律第113号） 

○ 下水道法（昭和33年法律第79号） 

○ 浄化槽法（昭和58年法律第43号） 

○ 水道法（昭和32年法律第177号） 

○ 電気事業法（昭和39年法律第170号） 

○ 水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号） 

○ 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号） 

○ 大気汚染防止法（昭和43年法律第97号） 

○ フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 

（平成13年法律第64号） 

○ 騒音規制法（昭和43年法律第98号） 

○ 振動規制法（昭和51年法律第64号） 

○ 景観法（平成16年法律第110号） 

○ 警備業法（昭和47年法律第117号） 

○ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

○ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号） 

○ エネルギーの使用の合理化等に関する法律（昭和54年法律第49号） 

○ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成27年法律第53号） 

○ 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成3年法律第48号） 

○ 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号） 

○ 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律（平成22年法律第36号） 

○ 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号） 

○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号） 

 

■適用条例等 

○ 建築基準法施行細則（昭和49年静岡県規則第6号） 

○ 静岡県建築基準条例（昭和48年静岡県条例第17号） 

○ 静岡県地震対策推進条例（平成8年静岡県条例第1号） 

○ 静岡県生活環境の保全等に関する条例（平成10年静岡県条例第44号） 

○ 静岡県福祉のまちづくり条例（平成7年静岡県条例第47号） 

○ 静岡県環境基本条例（平成8年静岡県条例第24号） 
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○ 静岡県地球温暖化防止条例（平成19年静岡県条例第31号） 

○ 富士市建築基準法施行細則（昭和53年富士市規則第17号） 

○ 富士市景観条例（平成21年富士市条例第29号） 

○ 富士市都市公園条例（昭和48年富士市条例第39号） 

〇 富士市都市公園運動施設条例（平成17年富士市条例第38号） 

○ 富士市都市公園の設置基準等を定める規則（平成25年富士市規則第35号） 

○ 富士市屋外広告物条例（平成23年富士市条例第23号） 

○ 富士市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例（平成15年富士市条例第8号） 

○ 富士市下水道条例（平成10年富士市条例第45号） 

○ 富士市個人情報保護条例（平成17年富士市条例第10号） 

○ 富士市情報公開条例（平成14年富士市条例第30号） 

 

■適用要綱・各種基準等 

○ 建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

○ 建築物の構造関係技術基準解説書（国土交通省住宅局建築指導課） 

○ 建築設備計画基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） 

○ 建築設備設計基準（国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修） 

○ 公共建築工事標準仕様書【建築工事編】（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修） 

○ 公共建築工事標準仕様書【電気設備工事編】（ 〃 ） 

○ 公共建築工事標準仕様書【機械設備工事編】（ 〃 ） 

○ 公共建築改修工事標準仕様書【建築工事編】（ 〃 ） 

○ 公共建築改修工事標準仕様書【電気設備工事編】（ 〃 ） 

○ 公共建築改修工事標準仕様書【機械設備工事編】（ 〃 ） 

○ 建築工事監理指針（ 〃 ） 

○ 電気設備工事監理指針（ 〃 ） 

○ 機械設備工事監理指針（ 〃 ） 

○ 建築工事設計図書作成基準（ 〃 ） 

○ 建築工事標準詳細図（ 〃 ） 

○ 公共工事積算基準（ 〃 ） 

○ 公共工事積算基準の解説（ 〃 ） 

○ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（ 〃 ） 

○ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）（ 〃 ） 

○ 公共建築工事積算基準（ 〃 ） 

○ 公共建築数量積算基準（ 〃 ） 

○ 公共建築設備数量積算基準（ 〃 ） 

○ 建築保全業務共通仕様書（ 〃 ） 
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○ 建築保全業務積算基準（ 〃 ） 

○ 建築物解体工事共通仕様書（ 〃 ） 

○ 官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（ 〃 ） 

○ 官庁施設の基本的性能基準及び同解説（ 〃 ） 

○ 官庁施設の基本的性能に関する技術基準及び同解説（ 〃 ） 

○ 構内舗装・排水設計基準（ 〃 ） 

○ 都市公園技術標準解説書（国土交通省都市局公園緑地・景観課 監修） 

○ 都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン改訂版（平成24年国土交通省） 

○ 官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部 監修） 

○ 建築数量積算基準の解説（建築工事建築数量積算研究会制定） 

○ 土木工事共通仕様書（静岡県監修） 

○ 水道工事仕様書（富士市） 

○ 静岡県建築構造設計指針・同解説 

○ 富士市開発行為等事務処理要領 

○ 富士市土地利用事業の適正化に関する指導要綱 

○ 公共建築物等における富士地域材利用促進基本方針（富士市） 

○ 富士市開発許可運用及び技術基準（ 〃 ） 

○ 建設副産物適正処理推進要綱（国土交通省） 

○ プライバシー保護に配慮した防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン 

（静岡県） 

○ 社会体育施設の再開に向けた感染拡大予防ガイドライン（令和３年２月17日改

訂）スポーツ庁 

○ その他関連する建築学会等の基準・指針 

○ その他静岡県、市が定める基準、指針等 

 

(15) 本事業の実施に当たり配慮を求める事項 

 事業者は、現在の指定管理者が実施してきた市民に対する健康増進・レクリエー

ション事業をより一層発展させていくとともに、現在の指定管理者が培った市民

や市内外の利用団体等との信頼関係を損なうことがないよう十分に配慮した事

業運営を行うこと。 

 事業者は、事業期間中にわたり、修繕・工事等の市内業者への発注、必要な資器

材・飲食物・消耗品等を市内の事業者から調達するなど、地域経済の振興に配慮

すること。 
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２ 特定事業の選定及び公表に関する事項 

(1) 特定事業の選定基準 

市は、本事業をPFI法に基づく特定事業として実施することで、事業期間を通じた市の

財政負担の縮減が期待できる場合、または、市の財政負担額が同一の水準にある場合に

おいて公共サービスの水準の向上が期待できる場合に、本事業を特定事業に選定する。 

 

(2) 特定事業の選定方法 

市の財政負担額の算定に当たっては、将来の費用と見込まれる財政負担総額を算出の

うえ、これを現在価値に換算することにより評価する。 

公共サービスの水準は、できる限り定量的な評価を行うこととするが、定量化が困難

な場合には客観性を確保したうえで定性的な評価を行う。 

 

(3) 特定事業の選定結果の公表 

市は、本事業を特定事業として選定した場合には、その結果を評価内容とあわせて、

市のウェブサイト等を用いて速やかに公表する。 

特定事業の選定を行わないこととした場合も、同様に公表する。 
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第２ 事業者の募集及び選定に関する事項 
 

１ 事業者の募集及び選定方法 

本事業は、本施設の維持管理・運営等の各業務の実施を通じて、事業者に効率的・効

果的かつ安定的・継続的なサービスの提供を求めるものであり、事業者の幅広い事業能

力を総合的に評価することが必要である。したがって、市は、競争性の担保及び透明性

の確保に配慮した上で、公募型プロポーザル方式により優先交渉権者を選定するものと

する。 

 

２ 事業者の募集及び選定スケジュール 

事業者の募集・選定に当たってのスケジュールは、下表のとおりとする。 

 
図表 6 事業者の募集・選定スケジュール 

日程 内容 
令和６年８月２日（金） 実施方針等の公表 
令和６年８月 23 日（金） 実施方針等に関する質問・意見の締切り 
令和６年８月 28 日（水） 
令和６年８月 30 日（金） 

現地見学会の開催 

令和６年９月上旬 実施方針等に関する質問・意見への回答（予定） 
※必要に応じ、実施方針等の修正案も公表 

令和６年９月 18 日（水） 特定事業の選定・公表 
令和６年９月 25 日（水） 募集要項等の公表 
令和６年９月 25 日（水） 募集要項等に関する質問受付開始 
令和６年 10 月 9 日（水） 募集要項等に関する質問・意見の締切り（参加資格関係） 
令和６年 10 月 16 日（水） 募集要項等に関する質問・意見の締切り（参加資格関係以外） 
令和６年 10 月 23 日（水） 募集要項等に関する質問・意見への回答（参加資格関係） 
令和６年 11 月 6 日（水） 参加表明書及び参加資格確認書類の受付締め切り 
令和６年 11 月 20 日（水） 募集要項等に関する質問・意見への回答（参加資格関係以外） 
令和６年 12 月 11 日（水） 資格確認結果通知 
令和６年 12 月 25 日（水）～ 競争的対話の実施（２回程度を予定） 
令和７年５月 28 日（水） 提案審査書類の受付締め切り 
令和７年７月２日（水） 提案審査書類の審査・プレゼンテーション 
令和７年７月９日（水） 優先交渉権者の決定 
令和７年８月頃 選定事業者との基本協定の締結 
令和７年９月頃 事業者との事業本契約締結 
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３ 募集手続き等 

(1) 実施方針等に関する質問・意見の受付 

① 受付期間 

令和６年８月23日（金）17時（必着）まで 

 

② 提出方法 

実施方針等に関する質問又は意見がある者は、その内容を簡潔にまとめ、市が指定す

る質問・意見書にそれぞれ記入し、質問・意見書を添付ファイルとし、電子メールによ

り送信（送信後には電話で着信を確認）すること。 

 

③ 提出及び連絡先 

富士市市民部文化スポーツ課 

○住所  ：〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 

○電話  ：0545-55-2876 

○FAX   ：0545-57-0177 

○E-mail：si-bunspo@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 

(2) 実施方針等に関する質問・意見への回答 

市は、質問・意見及びその回答を、令和６年９月上旬までに市のウェブサイトで公開

する。（質問・意見は、質問・意見者名を伏せた上で要旨で掲載する予定だが、その内

容は基本的に公開されるため、その点を承知した上で質問・意見を行うこと） 

 

(3) 実施方針等の変更 

実施方針等は、（２）の事業者からの質問・意見を踏まえ、特定事業の選定までにそ

の内容を見直し、変更することがある。なお、変更を行った場合には、市のウェブサイ

トにおいて速やかに公表する。 

 

(4) 現地見学会の開催 

現地見学会への参加を希望する者は、「様式２ 現地見学会参加申請書」に所定の事

項を記入し、下記の受付期限内に電子メールにて提出すること。 

なお、現地見学会への参加について、民間企業グループで応募を予定している場合は、

民間企業グループごとに取りまとめて提出すること。 

 

①受付期限 

令和６年８月15日（木）17時まで 

 

mailto:si-bunspo@div.city.fuji.shizuoka.jp
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②申込方法 

電子メールにて提出すること。なお、申請書の受領確認のため、提出した旨を必ず電

話連絡すること。電子メールを送信する際の件名は「砂山公園プール運営等事業 現地

見学会 参加申込（参加者名）」とすること。なお、希望時間については、各日程の枠

で第1,2希望まで受付を行い、詳細な時間については別途通知するものとする。 

 

③提出先 

富士市市民部文化スポーツ課 

○住所  ：〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 

○電話  ：0545-55-2876 

○FAX   ：0545-57-0177 

○E-mail：si-bunspo@div.city.fuji.shizuoka.jp 

 

④現地見学会開催日 

令和６年８月28日（水）・８月30日（金） 

 

(5) 募集要項等の公表 

募集要項等は、市のウェブサイトで公表する。 

 

(6) 募集要項等に関する質問受付、回答の公表 

募集要項等については、公表後の一定期間内に質問を受け付け、その要旨及び回答を

市のウェブサイトで公表する。 

なお、質問の提出及び回答方法については、募集要項等において示す。 

 

(7) 参加表明書の受付及び資格審査結果の通知 

応募者は、募集要項等で定めるところにより参加表明書に必要な書類を提出し、事前

に市の資格確認を得なければならないものとする。資格審査の結果は、応募者に通知す

る。 

なお、参加表明書に関する詳細な手続及び様式は、募集要項等において示す。 

 

(8) 競争的対話の実施 

市は、資格審査を通過した者（以下「資格審査通過者」という。）に対し、競争的対

話（内閣府の「公共施設等運営権及び公共施設等運営事業に関するガイドライン」中、

３の（３）「競争的対話方式」のことをいう。）を行い、その結果を踏まえ、特定事業

契約書（案）、要求水準書等の調整を行う。競争的対話は複数回実施することを想定し

ており、実施方法等の詳細については、募集要項において示す。 

mailto:si-bunspo@div.city.fuji.shizuoka.jp
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(9) 提案審査書類の受付 

資格審査通過者は、募集要項等の定めるところにより、提案審査書類を市に提出する

ことができる。なお、提案審査書類の提出の時期、提出の方法、提案に必要な書類の詳

細等については、募集要項等で示す。 

 

(10) 審査委員会の設置 

優先交渉権者の決定にあたり、市は、PFI法第11条に規定する客観的な評価を行うため

に、有識者等から構成される審査委員会を設置する。 

なお、審査会は非公開とし、応募者が、優先交渉権者決定までに委員会の委員に対し、

本事業に関連した接触を行った場合は失格とする。 

審査会を構成する委員は、次の通り。 

 
図表 7 委員名簿 

氏名 区分 所属・役職 
山口 直也 委員長 青山学院大学 会計プロフェッション研究科 教授 
大岡 成夫 委員 富士市観光推進アドバイザー 
佐野 幸利 委員 富士市市民部 部長 
和泉 勝也 委員 富士市財政部 資産経営課 課長 
松村 岳典 委員 富士市産業交流部 交流観光課 課長 
渡辺 哲成 委員 富士市市民部 文化スポーツ課 課長 

 

(11) 優先交渉権者の決定 

提案審査書類を提出した者を対象に、審査委員会による提案内容のプレゼンテーショ

ン及び提案内容に対するヒアリングを行う。市は、審査委員会の評価結果を基に、最も

評価点の高い者を優先交渉権者として選定し、その旨を通知する。この場合において、

市は、優先交渉権者を除く者で評価点の高い者から順に交渉権の優先順位を付け、優先

交渉権者が辞退等した場合における交渉権者として、順位及びその旨を通知するものと

する。 

 

(12) 優先交渉権者選定後の手続き 

① 基本協定の締結 

市と優先交渉権者は、本事業の円滑な遂行を果たすための基本的義務に関する事項、

優先交渉権者の本事業における役割に関する事項、特別目的会社の設立に関する事項等

を規定した基本協定を締結する。 

なお、基本協定の締結により、優先交渉権者をPFI法第８条第１項に基づく本事業の選
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定事業者として決定する。ただし、優先交渉権者との協議の結果、基本協定の締結に至

らなかった場合は、審査委員会における評価点が高い順に基本協定の協議を行う。 

 

② 特別目的会社の設立等 

基本協定を締結した選定事業者は、仮契約の締結前までに、特別目的会社を市内に設

立しなければならないものとする。 

 

③ 特定事業契約等の締結 

市と選定事業者は、PFI法第22条第１項に基づく本事業に関する事項を包括的かつ詳

細に規定した特定事業契約を締結する。 

 

(13) 提出書類の取り扱い 

① 著作権 

提出書類の著作権は、原則として応募者に帰属する。ただし、市は、広報活動等に

必要な範囲において、無償で使用できるものとする。 

なお、選定事業者の提出書類の著作権は、特定事業契約の締結により市に使用許諾

が付与されるものとする。 

 

② 特許権等 

応募者が提出書類において、第三者が有する特許権等の権利を使用したことによっ

て生じる責任は、応募者が負うものとする。 

 

③ その他 

提出書類は返却しない。優先交渉権者選定後、優先交渉権者とならなかった応募者

の提出書類について、市は、情報公開が必要な範囲においてその一部を公開する場合

がある。 
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４ 応募者が備えるべき参加資格要件 

(1) 応募者の構成 

① 本事業に応募できる者は、単独の事業者（以下「応募企業」という。）又は複数

の事業者によって構成されるグループ（以下「コンソーシアム」という。）のい

ずれかとする。 

② コンソーシアムにより応募する場合は、構成する事業者（以下「コンソーシアム

構成員」という。）の名称、本店の所在地及び本事業等の遂行上果たす役割等を

明らかにするものとする。 

③ 応募者を構成する企業は、議決権の保有割合に応じて、以下のとおり分類され

るものとする。 

ア. 事業者に出資のうえ最大の議決権を保有し、かつ、事業者から直接業務を

受託又は請け負う企業（以下「代表企業」という。） 

イ. 事業者に出資のうえ議決権を保有し、かつ、事業者から直接業務を受託又

は請け負う企業（以下「構成企業」という。） 

ウ. 事業者の議決権を保有しないものの、事業者から直接業務を受託又は請け

負う企業（以下「協力企業」という。） 

④ コンソーシアムにおいては、コンソーシアム構成員から代表となる企業（以下「代

表企業」という。）を定め、当該代表企業が応募手続を行うものとする。 

⑤ 応募企業又はコンソーシアム構成員（以下「応募者」という。）は、本事業に係

る特別目的会社の議決権株式の全てを保有するものとする。 

⑥ 参加表明書の提出以降、応募企業、代表企業及びコンソーシアム構成員の変更は

認めない。ただし、コンソーシアム構成員を変更せざるを得ないやむを得ない事

情が生じた場合で、市が変更を認めた場合はこの限りではない。なお、応募者が

第２-４（１）から（３）までの参加資格要件を満たさなくなった場合、市に速や

かに通知しなければならない。 

⑦ 参加表明書の提出以降、応募者は、同時に他の応募者となることはできないもの

とする。 

⑧ 市内に本店を有する企業を構成企業及び協力企業に加えるよう努めるものとす

る。 

 

(2) 応募者に共通の参加資格要件 

応募者は、以下の各号の要件全てを満たしていなければならないものとする。 

① 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

② PFI法第９条各号に該当しない者であること。 

③ 会社更生法に基づく更生手続開始、民事再生法に基づく再生手続開始又は破産法

に基づく破産手続開始の申立てをしていない者及びこれらの申立てがなされて
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いない者であること。 

④ 法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び地方消費税を滞納している

者でないこと。 

⑤ 参加表明書の提出期限から優先交渉権者の選定の時までの期間に、「富士市工事

請負契約等に係る指名停止等措置要領」又は「富士市物品購入等の契約に係る指

名停止等措置要領」に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

⑥ 次に掲げる要件のいずれにも該当しない者であること。 

(ア)役員等（業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者

又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人

に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。）が暴

団員等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号

に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない

者をいう。以下同じ。）であると認められる者 

(イ)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号

に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に

関与していると認められる者 

(ウ)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したと認め

られる者 

(エ)役員等が直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与

していると認められる者 

(オ)前各項目に規定するもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と密接

な関係を有していると認められる者 

⑦ 応募者は、市が発注した本事業のアドバイザリー業務である「令和5年度砂山公園

プール事業者選定支援業務委託」の受託者及びその協力会社である、株式会社日

本総合研究所、西村あさひ法律事務所・外国法共同事業並びにこれらの者と資本

又は人事等において一定の関連のある者（会社法第２条第３号又は第４号に規定

する親会社・子会社の関係がある場合をいう。以下同じ。）でないこと。 

⑧ 応募者は、審査委員会の委員が属する企業又は当該企業と資本若しくは人事等に

おいて一定の関係のある者でないこと。 

⑨ 上記⑦及び⑧に定める者を本事業の応募に関連するアドバイザーに起用してい

ないこと。 

 

(3) 応募者に求められる個別の要件 

応募者のうち、次の①から③までの業務を実施する者は、その担当する業務ごとに求
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める参加資格要件を満たすものとする。 

なお、これら複数の業務についての両方の要件を満たすものは、当該複数の業務を実

施することができることとする。一の業務を複数の企業が実施する場合は、いずれか一

の企業が次の要件を満たせばよい。 

 

① 開業前の修繕・改修業務に携わる企業 

修繕・改修に携わる企業（設計、施工、工事監理に携わる企業をいい、応募者が直接

実施する場合ならびに、応募者がこれらの業務を委託する場合の委託先を対象とする。）

については、当該委託契約締結時点で第２-４（２）の参加資格要件を満たし、富士市入

札参加資格（建設関連業務）及び富士市入札参加資格（建設工事）に登録されているこ

とを要件とし、有効な資格要件、許認可を取得している企業が実施しなければならない。 

 

② 維持管理業務に携わる企業 

維持管理業務を実施する者は、次の（ア）及び（イ）の要件を満たすこと。 

(ア) 富士市入札参加資格（物品の買い入れ等）の審査登録者であること。 

(イ) 平成21年度以降において、屋外運動場、スポーツ施設、温浴施設等の維持管理業

務を1年以上受託した実績を有する者であること。 

 

③ 運営業務に携わる企業 

運営業務を実施する者は、次の（ア）及び（イ）の要件を満たすこと。 

(ア) 富士市入札参加資格（物品の買い入れ等）の審査登録者であること。 

(イ) 平成21年度以降において、屋外運動場、スポーツ施設、温浴施設等の運営業務を

1年以上受託した実績を有する者であること。 

 

(4) 参加資格確認基準日 

参加資格確認基準日は、参加表明書の受付日とする。なお、参加資格確認基準日の翌

日から市による優先交渉権者の選定日までの間に、応募者が参加資格を満たさなくなっ

たと認められる場合は、市はその時点で当該応募者を審査の対象としない。 
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第３ 事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 
 

１ リスク分担の基本的な考え方 

本事業は、公共施設等運営事業として実施される事業である。公共施設等運営事業に

おいて、事業者は、一定の制約の中で自由な運営を行うことが可能となることから、そ

のリスクについても基本的に事業者においてこれを負担することが制度上求められて

いるところである。したがって、本事業における業務遂行上の責任およびリスクは、原

則として事業者が負うものとする。 

ただし、市が責任を負うべき合理的な理由があるリスクについては、市がその全て又

は一部を負担するものとする。 

市と事業者の基本的なリスク分担の考え方は、別紙「リスク分担表」に示すとおりと

する。なお、詳細については、募集要項と同時に公表予定の特定事業契約書（案）にお

いて定めるものとする。 

 

２ 業務の要求水準 

事業者が遵守すべき業務の要求水準は、募集要項と同時に公表予定の要求水準書で定

めるとおり。 

 

３ 事業者によるセルフモニタリング 

事業者は、本事業の実施に関し、募集要項と同時に公表予定の要求水準書に定める基

準に基づく業務の遂行状況についてセルフモニタリングを行うものとする。 

事業者は、セルフモニタリングの結果について、市の求めに応じて随時、報告書を作

成して提出するものとする。 

その他、セルフモニタリングの詳細については、募集要項等において示す。 

 

４ 市によるモニタリング 

市は、事業者が特定事業契約に定められた業務を確実に遂行し、募集要項と同時に公

表予定の要求水準書に規定した要求水準を達成しているか確認するためにモニタリン

グを行う。モニタリングの結果、各業務の成果が要求水準及び特定事業契約に定めた条

件に適合しないと判断される場合には、市は業務内容に対する改善指示等を行うことが

できるものとし、事業者は必要な改善措置を講じるものとする。 

その他、モニタリングの詳細については、募集要項等において示す。 

 

５ 運営権の権利義務等に関する制限および手続 

(1) 運営権等の処分 

事業者は、市の事前の承諾を得ることなく、運営権、特定事業契約上の地位および本
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事業について市との間で締結した一切の契約上の地位、ならびにこれらの契約に基づく

権利および義務について、譲渡、抵当権設定その他の担保提供（以下、「処分」という。）

を行ってはならない。 

ただし、市は、事業者から全部又は一部の運営権の譲渡の申請があった場合、PFI法第

26条第３項に定める基準に従い、譲渡の是非を判断するとともに、当該譲渡後において

も運営権の存続期間満了まで本事業を安定的に実施継続可能であると認めたときに限

り、PFI法第26条第２項に基づく許可を行うものとする。なお、運営権を譲渡する際には、

市は指定管理者の指定を併せて取り消し、運営権の譲受人を本施設の指定管理者に指定

する予定である。 

 

(2) 株式の新規発行及び処分 

事業者は、事業者の株主総会における全ての決議について議決権を有する普通株式

（以下「議決権株式」という。）および事業者の株主総会におけるいかなる決議につい

ても議決権を有しない種類の株式（以下「完全無議決権株式」という。）のみを発行す

ることができる。 

ア 議決権株式 

事業者は、議決権株式を新たに発行する場合には、基本協定書によりあらかじ

め認められたものを除き、市の事前の承認を受けるものとする。 

また、議決権株式を保有する者（以下「議決権株主」という。）が、自ら保有す

る議決権株式を、他の本議決権株主または市との間で締結された契約等によりあ

らかじめ処分先として認められた者（例えば、事業者に対して融資等を行う金融

機関等）以外の第三者に対して処分を行おうとするときは、市の事前の承認を受

ける必要がある。 

市は、議決権株式の譲受人が、公募時の参加資格に準じた一定の資格要件を満

たしており、かつ当該議決権株式の処分が事業者の事業実施の継続を阻害しない

と判断する場合には、株式処分を承認する。 

議決権株式の処分に係る承認手続の詳細は、募集要項等において示す。 

 

イ 完全無議決権株式 

事業者は、会社法の規定に従い、完全無議決権株式を発行し、割り当てること

ができる。また、完全無議決権株式を保有する者は、自らが保有する本完全無議

決権株式を処分することができる。 
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第４ 公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 

１ 事業対象地 

要求水準書（案）のとおりとする。 

 

２ 対象施設 

要求水準書（案）のとおりとする。 
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第５ 契約に定める事項及びその解釈について、疑義が生じた場合の措置に関する事項 
 

１ 疑義が生じた場合の措置 

特定事業契約に規定のない事項について定める必要が生じた場合、又は特定事業契約

の解釈について疑義が生じた場合には、その都度、市と事業者は誠意をもって協議し、

これを定めるものとする。 

協議の方法等については、特定事業契約において定める。 

 

２ 準拠法及び管轄裁判所の指定 

特定事業契約は日本国の法令に従い解釈されるものとし、特定事業契約に関連して発

生した全ての紛争については、静岡地方裁判所を第一審の専属所轄裁判所とする。 
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第６ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 
 

１ 事業の継続が困難となった場合における措置 

本事業の継続が困難となった場合には、以下のとおり、特定事業契約を解除又は終了

するものとする。この場合、事業者は、特定事業契約の定めにより、次の措置をとるも

のとする。 

ただし、事業者は、特定事業契約の定めるところにより、市の指定する第三者に対す

る引継ぎが完了するまでの間、自らの責任と費用負担により本事業を継続するものとす

る。 

 

(1) 事業者の事由による特定事業契約の解除 

① 解除事由 

ア. 市は、事業者の責めに帰すべき事由により特定事業契約の履行が不能になった時

等特定事業契約に定める一定の事由が生じたとき、催告を経ることなく特定事業

契約を解除することができる。 

イ. 市は、事業者がその責めに帰すべき事由により特定事業契約上の義務を履行しな

い時等特定事業契約に定める一定の事由が生じたとき、事業者に対して是正勧告

を行い、一定期間内に是正策の提出・実施を求めたうえで、事業者が当該期間内

に是正することができなかったときは、解除事由を記載した書面を送付すること

により、直ちに特定事業契約を解除することができる。詳細は特定事業契約に規

定する。 

 

② 解除の効果 

ア. 市は、特定事業契約の解除に伴い、運営権を取り消す。 

イ. 事業者は、市に対し、特定事業契約の定めに従い、市に生じた損害の賠償等をし

なければならない。 

ウ. 事業者は、特定事業契約が解除された場合、それまでの期間に相当する運営権対

価の未払い分を一括で支払わなければならない。詳細は、特定事業契約に規定す

る。 

 

(2) 市の事由による特定事業契約の解除又は終了 

① 解除又は終了の事由 

ア. 市は、特定事業契約を継続する必要がなくなった場合又はその他市が必要と認め

る場合には、事業者に対し６ヶ月以上前に通知することにより特定事業契約を解

除することができる。 

イ. 事業者は、市の責めに帰すべき事由により、一定期間市が特定事業契約上の義務
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を履行しない場合、又は事業者による特定事業契約の履行が不能となった場合は

特定事業契約を解除することができる。 

ウ. 市が、本施設の所有権を有しなくなったときは、特定事業契約は終了する。 

 

② 解除又は終了の効果 

ア. 市は、特定事業契約を解除に伴い、運営権を取り消す。また、市が本施設の所有

権を有しなくなったことによる特定事業契約の終了の場合、運営権は当然に消滅

する。 

イ. 市は、事業者に対し、事業者に生じた損害を賠償するものとする。ただし、事業

者の責めに帰すべき事由により生じた損害がある場合は市の支払額からこれを

控除する。 

ウ. 事業者は、特定事業契約が解除又は終了した場合、それまでの期間に相当する運

営権対価の未払い分を一括で支払うものとする。 

 

(3) 不可抗力による特定事業契約の解除又は終了 

① 解除事由 

ア. 不可抗力を原因として、本事業を停止又は一時中断する場合において、市及び事

業者の協議において、本事業の復旧スケジュールを決定することができないとき

又は復旧スケジュールに基づく本事業の再開が不可能若しくは著しく困難であ

る事が判明したときは、市と事業者で協議のうえ、合意により特定事業契約を解

除することができる。 

イ. 不可抗力を原因として本施設が滅失したときは、特定事業契約は当然に終了する。 

 

② 解除又は終了の効果 

ア. 不可抗力を原因として特定事業契約を解除する場合、事業者は、市の選択に従い、

運営権の放棄又は市の指定する第三者に対する無償譲渡を行うものとする。 

イ. 不可抗力により市及び事業者に生じた損害は各自が負担し、相互に損害賠償は行

わない。 

ウ. 事業者は、特定事業契約が解除又は終了された場合、それまでの期間に相当する

運営権対価の未払い分を一括で支払うものとする。 

エ. 不可抗力を原因として本施設が滅失したときは、運営権は当然に消滅する。 

 

２ その他の事由により本事業の継続が困難となった場合 

その他の事由により本事業の継続が困難となった場合は、その発生事由ごとに特定事

業契約の規定に従い、措置をとることとする。  
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第７ 法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援に関する事項 
 

１ 法令上及び税制上の措置に関する事項 

事業者が本事業を実施するにあたり、法令の改正等により、業務遂行に重大な影響を

及ぼす新たな法令上の義務、又は税制上の負担が生じる場合、特定事業契約の定めによ

り、市と事業者で協議を行うものとする。 

 

２ 財政上及び金融上の支援に関する事項 

事業者が事業を実施するに当たり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可

能性がある場合は、市はこれらの支援を 事業者が受けることができるよう努める。 

 

３ その他支援に関する事項 

事業実施に必要な許認可等に関して、市は必要に応じて協力を行う。 
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第８ その他特定事業の実施に際し必要な事項 
 

１ 議会の議決 

本事業の実施に係る議案の市議会定例会への提出予定は、次に示すとおりである。 

 

特定事業契約に関する議案 令和７年９月開催の市議会定例会 
運営権設定及び指定管理者指定に関する議案 令和８年２月開催の市議会定例会 

 

２ 使用する言語、通貨 

本事業の事業者の選定・契約に係る手続きは全て日本語で行い、通貨は円に限るもの

とする。 

 

３ 応募に伴う費用負担 

本事業の応募に要する費用は、全て応募者の負担とする 

 

４ 情報公開及び情報提供 

本事業は、富士市情報公開条例に基づき情報公開を行う。また、情報提供は、インタ

ーネット等を通じて行う。 

 

５ 問い合わせ先 

富士市市民部文化スポーツ課 

○住所  ：〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地 

○電話  ：0545-55-2876 

○FAX   ：0545-57-0177 

○E-mail：si-bunspo@div.city.fuji.shizuoka.jp 
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